
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～送付物に関して～ 

毎月中旬ごろに、恒春の丘より利用料請求書・領収書を送付しております。 

また、該当される方には各計画書も同封しており、計画書につきましては 

送付をもって説明に代えさせていただいております。 

ご不明な点等がございましたら担当者より説明いたしますので、 

施設までご連絡ください。 

特別養護老人ホーム 恒春の丘 

【生活相談員】渡辺 髙橋 片山 渡部 

【ケアマネジャー】竹内 福田 

毎月 22 日はケーキの定番でもある 

「ショートケーキの日」とされて 

います🍰 

由来はカレンダーにあります。 

どの月も 22日の上は必ず 15日になる 

ため、15（イチゴ）が乗っている＝ 

ショートケーキとなったそうです。 

カフェなどでは、毎月 22日限定の 

ショートケーキが販売されることも 

あるそうですよ✨ 

今月の雑学☺ 

2025 年１1月号 

確定申告について 

確定申告を行う際に必要な医療費関係の領収書原本は、

当施設にて保管しております。 

お手続きをされる方には領収書原本を 1年分まとめて 

お渡しいたしますので、2026 年 1 月 5 日（月）までに

生活相談員へお申し出ください。 

よろしくお願いいたします。 

〈お渡し時期〉1月下旬から 2 月上旬 

〈方法〉郵送または手渡し 


